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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年12月9日(2020.12.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２３３】
【表１１】

　＊組成物全体中に存在するＨ２Ｏ２の重量パーセントにおける濃度に対する、水相中に
存在するＨ２Ｏ２の重量パーセントにおける濃度の比率
　１Ｓｏｌｖａｙ（ヒューストン、テキサス州）からの、ｕｌｔｒａ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
　Ｇｒａｄｅ
　２Ｓｏｎｎｅｂｏｒｎ　ＬＬＣ（パーシッパニー、ニュージャージー州）からの、Ｇ－
２１９１　Ｇｒａｄｅ
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯をホワイトニングするためのキットであって、
　ａ）多相口腔用組成物であって、
　　ｉ）漂白剤を含む、前記多相口腔用組成物の０．００２重量％～３０重量％の水相と
、
　　ｉｉ）疎水性相と、を含む多相口腔用組成物と、
　ｂ）２００ｎｍ～１７００ｎｍの範囲での１つ以上の波長を伴う電磁放射線を、少なく
とも１本の歯に向かって方向付けることが可能な電磁放射線源と、を含み、
　前記多相口腔用組成物が油中水型エマルションであり、
　前記漂白剤の濃度が、前記多相口腔用組成物の１０重量％以下であり、
　前記疎水性相が、前記多相口腔用組成物の優勢部分である、キット。
【請求項２】
　前記漂白剤の量が、前記多相口腔用組成物の０．０１重量％～０．０９５重量％の範囲
である、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　前記多相口腔用組成物全体に存在する漂白剤の重量パーセントでの濃度に対する、前記
水相中に存在する漂白剤の重量パーセントでの濃度の比率が、少なくとも５０である、請
求項１又は２に記載のキット。
【請求項４】
　前記疎水性相又は前記多相口腔用組成物の円錐貫入稠度値が、ＡＳＴＭ　Ｄ９３７－０
７により測定された際に１００～３００である、請求項１～３のいずれか一項に記載のキ
ット。
【請求項５】
　前記疎水性相の滴下融点が、ＡＳＴＭ　Ｄ１２７－０８により測定されるように４０℃
～８０℃である、請求項１～４のいずれか一項に記載のキット。
【請求項６】
　１００００平方ミクロンよりも大きい断面領域を伴う二次元の液滴密度が、平方センチ
メートル当たり２０以下である、請求項１～５のいずれか一項に記載のキット。
【請求項７】
　過酸化物試験ストリップ上に塗抹された前記多相口腔用組成物の過酸化物の濃度の標準
偏差が５０以下である、請求項１～６のいずれか一項に記載のキット。
【請求項８】
　過酸化物試験ストリップ上に塗抹された前記多相口腔用組成物の平均過酸化物濃度が１
～１００である、請求項１～７のいずれか一項に記載のキット。
【請求項９】
　歯の上に塗抹された前記多相口腔用組成物の平均残留過酸化物濃度が２０～２００であ
る、請求項１～８のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１０】
　前記多相口腔用組成物中の前記漂白剤が、過酸化水素を含む、請求項１～９のいずれか
一項に記載のキット。
【請求項１１】
　－Δｂ＊として算出される、前記多相口腔用組成物の漂白有効性が、少なくとも１．５
である、請求項１～１０のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１２】
　前記多相口腔用組成物全体中に存在する漂白剤の重量パーセンテージに対する、－Δｂ
＊として算出される、前記多相口腔用組成物の漂白有効性の比率が、少なくとも１．５で
ある、請求項１～１１のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１３】
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　送達支持材料を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１４】
　前記送達支持材料がストリップである、請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
　前記電磁放射線源が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲の電磁放射線を放出し、１７５ｍ
Ｗ／ｃｍ２～２２５ｍＷ／ｃｍ２の範囲にて、前記送達支持材料の外側表面又は少なくと
も１つの歯に衝突する、請求項１４に記載の歯をホワイトニングするためのキット。
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